
愛犬のためにあなたができること

狂犬病予防注射と畜犬登録のお知らせ

Information　役場環境衛生課

　犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、そ
の犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射を行うこ
とが義務づけられています。
　令和８年度の狂犬病予防注射、および畜犬登録
を右記のとおり実施しますので、この機会にご利
用ください。また、犬の死亡、飼い主の住所・氏
名が変わったなど登録事項が変更になったときは、
届け出をお願いします。

◆対象　生後91日以上の飼い犬
◆料金（１頭あたり）
　【登録済の犬】　３, ６５０円
　（注射料3,100円+注射済票550円）
　【未登録の犬】　６, ６５０円
　（注射料など3,650円+登録料3,000円）
　※�なるべくおつりのいらないよう、ご用意く　

ださい。

▶詳しくは、役場環境衛生課（☎３３－０３３８）
までお問い合わせください。

日程 時　　間 場　　所

４
月
８
日
㈬

　８：５０ ～　９：０５ 桐原生活改善センター
　９：１５ ～　９：２０ 阪松原生活改善センター
　９：３０ ～　９：４０ 平尾井生産活動センター
　９：５５ ～１０：０５ 大里多目的集会施設
１０：２０ ～１０：２５ 旧ＪＡ高岡出張所
１０：４０ ～１０：５０ 鮒田構造改善センター
１１：１０ ～１１：１５ 北桧杖多目的集会施設
１１：３０ ～１１：３５ 旧ＪＡ浅里出張所
１３：１０ ～１３：３０ 就業改善センター（旧役場分庁舎）
１３：４０ ～１４：１０ 飯盛多目的集会施設
１４：２０ ～１４：５０ 神内構造改善センター

４
月
９
日
㈭

　９：１０ ～　９：３０ 町民バス駐車場（下り場）
　９：４０ ～１０：１０ 井田公民館
１０：２５ ～１０：５５ 上野農事集会所（つどい館）
１１：１０ ～１１：３０ 鵜殿長谷集会所
１３：１０ ～１３：５０ 鵜殿駅自転車置場
１４：００ ～１４：２５ 役場本庁舎裏

◆狂犬病予防注射実施日時 　2025 年全国消費者物価指数の実績値が公表されました。特別児童扶養手当などの各手当は、毎年
の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。そのため、令
和８年４月以降の各手当額は、以下のとおりです。

　子ども・子育て支援金制度は、医療保険に加入するすべての世代や企業から支援金を徴収し、子
育て施策の充実に充てることで、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるものです。
　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は、４月から従来の保険税（料）に「子ど
も・子育て支援金分」が加わります。なお、この支援金は従来の保険税（料）と合算して徴収します。

▶詳しくは、役場福祉課 ( ☎３３－０３３９) までお問い合わせください。

▶国民健康保険は、役場税務住民課 ( ☎３３－０３３７) まで、後期高齢者医療制度は、役場福祉課（☎
３３－０３３９）までお問い合わせください。

令和８年４月以降、各手当が引き上げ

特別児童扶養手当などの手当額が改定

令和８年４月から、社会全体で子育てを支える新しいしくみ

子ども・子育て支援金制度が始まります

Information　役場福祉課

Information　役場税務住民課ほか

～令和８年３月分（月額） 令和８年４月分～（月額）

特別児童扶養手当（１級） ５６，８００円 ５８，４５０円

特別児童扶養手当（２級） ３７，８３０円 ３８，９３０円

特別障害者手当 ２９，５９０円 ３０，４５０円

障害児福祉手当 １６，１００円 １６，５６０円

経過的福祉手当 １６，１００円 １６，５６０円

児童扶養手当（全部支給） ４６，６９０円 ４８，０５０円

児童扶養手当（一部支給）   ４６，６８０ ～ １１，０１０円
（所得に応じて決定）

 ４８，０４０ ～ １１，３４０円
（所得に応じて決定）

◆特別児童扶養手当等の手当額（月額）

定期接種対象者以外の方へ

帯
た い じ ょ う ほ う し ん

状疱疹予防ワクチン接種費用を助成します

Information　役場みらい健康課

【助 成 額】
・生ワクチン（１回接種）
　→接種費用の 1/2 の額（上限 4,000 円）
・不活化ワクチン（２回接種）
　→接種費用の1/2の額（１回あたり上限10,000円）
※助成を受けられるのは、生ワクチンか不活化ワ
クチンのどちらか一方で、生涯 1 度のみです。

【助成方法】
　接種後、領収書、振込口座が分かるもの、健康
手帳を持参し、役場みらい健康課で手続きしてく
ださい。

▶詳しくは、役場みらい健康課（☎３３ー０３５５）
までお問い合わせください。

　令和７年度より、帯状疱疹予防接種が 65 歳か
ら５歳刻みの年齢の方を対象に定期接種として
実施されています。
　町では、66 歳以上の方への経過措置として、
令和 11 年度まで、定期接種の対象年齢外で帯状
疱疹予防接種を任意接種した方に対し、次のと
おり費用を助成します。

【対 象 者】66 歳以上で定期接種対象外の方
【接種期間】
　令和８年４月1日（水）～令和９年３月31日（水）

【接種方法】
　接種希望の医療機関に電話などで直接申し込み、
事前に予約のうえ、予防接種を受けてください。

【接種時の持ち物】資格確認書等、健康手帳

国民健康保険 後期高齢者医療制度

所得割率 均等割額 18歳以上
均等割額 平等割額 所得割率 均等割額

0.42％ 1,159 円 33 円 727 円 0.25％ 1,370 円

◆子ども・子育て支援金の保険税率など

※国民健康保険の均等割額および 18歳以上均等割額は、18歳以上の方にご負担いただくものです。
※個別の金額は、国民健康保険加入の方には６月、後期高齢者医療制度加入の方には７月に送付する通知書でお知らせします。
※被用者保険（協会けんぽ、共済組合など）に加入している方は、加入している各保険者にご確認ください。
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